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解　説
重要なご案内

　本項では、法令等を編集して収録している。従って、最終的に
は法令等の原文を確認していただきたい。
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第１部　審査事務規程の改正概要

1 第 63 次改正（令和７年３月 13日改正／令和７年４月１日施行）

①�軽合金製ホイール「DOTマーク」も適合に！
１�．JWL及び JWL-Tマークはもちろんのこと、SAE J2530 マー
クについても保安基準に適合とされているところである。
２�．今回新たに、FMVSS（米国連邦自動車安全基準）110 又は
120 に基づき、ホイール製作者が軽合金性ホイールに表示した
DOTマークも基準適合であるとした。
３�．適合する表示は次のとおり。
　①DOT　　②DOT-T　　④T-DOT　　⑤DOT-E
４�．DOTとは、アメリカ合衆国運輸省（United States Departme
　�-nt of Transportation）の略称であり、USDOT※と表示される
こともある。また、「Department」は部門、「Transportation」
は交通の意。DOTマークは、アメリカ合衆国運輸省が定めた
安全基準に適合した製品に付与されるマークであり、ホイール
のほか、タイヤやヘルメットなどに記載されている。
　※�今回の改正では上記①～④の表示が適合とされ、「USDOT」
の表示では保安基準への適合性を判断することはできない。

➡適用される自動車は？
１�．製作年月日、用途、乗車定員及び車両総重量の大小を問わず、
全ての自動車においてDOTマーク付きの軽合金性ホイールは
基準適合とされる。

②�「ガス容器等再試験結果証明書」の有効期間が１年２月に延長
１�．継続検査が有効期間満了日の２月前から可能になったことに
伴い、LPGを除く高圧ガスを燃料とする自動車の検査時に必
要となる「ガス容器等再試験結果証明書」の有効期間が、１年
２月に延長された。



解説 3

［第63次改正］

２�．なお、有効期間は改正により１年２月とされたが、改正前の
「ガス容器等再試験結果証明書」によりガス容器等再試験を実
施した日の１年１月後の日が記載されている場合には、記載さ
れた有効期限に１月を加算した日に読み換えて判断することが
できる。

③�「車両後退通報装置」性能要件緩和
１�．審査事務規程第 56 次改正により、自動車が後退することを
歩行者等に注意喚起するものとして、新たに「車両後退通報装
置」（通称：バックアラーム）の基準が新設されたところである。
２�．その性能要件のひとつに「車両後退通報装置の通報音発生装
置が、完全に覆われていないこと」と規定されていたが、改正
により「車両後退通報装置の通報音発生装置の周囲に通報音の
開放部が設けられている」ものであればよいとされた。

④並行輸入車の製作年月日分かり易く
１�．並行輸入車、特にヴィンテージカーの製作年月日について、
初度登録年月で判断すると、実際の製作年月日と大きくずれて
いることがある。
２�．改正により、備考欄に記録・記載されている「保安基準適用
年月日」を、「製作年月日」として取扱うことができることとなっ
た。

◆これで旧車も安心◆
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■本書について

審査規程第69次改正（令和８年１月１日）までを収録

本書は、自動車整備士の方を対象に、自動車の継続検査に必要
な道路運送車両の保安基準及び独立行政法人自動車技術総合機構
審査事務規程を中心にまとめた書籍です。
保安基準の条項に則した審査事務規程の要点をわかりやすく編
集しています。従って、原文及び詳細等については公論出版発行
の法令集「保安基準と審査事務規程〔原文〕」などで確認してく
ださい。
審査規程は、令和８年１月１日施行の第 69 次改正までを収録
しています。このため、審査規程第 70 次以降の改正が行われた
場合、その改正部分は本書の内容と適合しなくなります。この場
合は、弊社ホームページにおいて改正内容の概要を掲載していく
予定です。
本書の編集にあたり、台数が少ないなどの理由から、次の自動
車は対象から除外してあります。
〔除外自動車〕
◎�小型二輪自動車及び軽二輪自動車
　※公論出版発行の「二輪自動車検査ハンドブック」参照。
◎三輪自動車
◎カタピラ及びそりを有する軽自動車
◎最高速度 35km/h 未満の大型特殊自動車
◎最高速度 20km/h 未満の自動車
◎幅 0.8m 以下の自動車
　また、製作時期については、平成元年以降の自動車を対象とし
ています。昭和以前の自動車については、公論出版発行の「自動
車検査ハンドブック～昭和編～」をご覧ください。
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最近の主な審査事務規程の改正

※�令和７年版自動車検査ハンドブック発刊後の改正（第 63 ～ 69
次改正）については、口絵参照。＊第 65・67・69 次改正は省略
�第 59次改正（令和６年９月 20日改正／令和６年 10月１日施行）
１．『車載式燃料・電力消費等測定装置』装備義務化
　�次に掲げる自動車を除く

4 4

自動車に、車載式燃料・電力消費等測
定装置を備えること、とされた。
　①大型特殊自動車 
　②被牽引自動車 
　③輸入自動車特別取扱自動車（PHP）
　④指定自動車等以外の自動車 
　⑤輸入された二輪自動車及び側車付二輪自動車
　⑥�令和６年９月 30 日（輸入自動車並びに二輪自動車及び側車

付二輪自動車は令和８年９月 30 日）以前に製作された自動
車

２．『アンサーバック機能を有する灯火』とは？定義変更
　�アンサーバック機能を有する灯火とは、作動時間が３秒以下で
あることなど定義が変更された。

３．『再帰反射材』装備要件緩和
　�被牽引自動車の前面に、白色の再帰反射材を備えることができ
ることとなった。
４．『車室外乗降支援灯』基準新設
　�「車室外乗降支援灯」とは、乗員の乗降等を支援するための補
助的照明として使用される灯火であると定義され、基準が７－
96「その他の灯火等の制限」において規定された。
５．『OBD検査時の特例措置』追加
　�OBD検査用サーバの障害時等は特例措置として、OBD検査対
象装置の異常を示すテルテールの表示状況を確認する方法でも
よいとされた。

改 

正

改 

正
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第27条 物品積載装置

△

審査規程８－52、細目告示第193条。
※�改造等による変更のない使用過程車は、この項に掲げる基準に
かかわらず、著しく損傷している荷台その他の物品積載装置で
なければよい。

…………………………………………………………………………………………………

■性能に関する要件

◎�自動車の荷台その他の物品積載装置は、堅ろうで、かつ、安全、
確実に物品を積載できるものでなければならない。この場合に
おいて、次に掲げるものはこの基準に適合しないものとする。

◇損傷

◎著しく損傷している荷台、その他の物品積載装置。
◇土砂等運搬車の容積比（ベッセル比）

◎�専ら砂利、土砂の運搬に用いる自動車の荷台（傾斜するものに
限る＊１）であって、当該自動車の最大積載量を当該荷台の容
積で除した数値が、次に掲げる数値未満のもの。ただし、荷台
の容積の算出に当たり、0.1m３未満は切り捨てるものとする。

　▪軽自動車及び小型自動車…1.3t/m３

　▪普通自動車及び土砂等運搬大型自動車＊２…1.5t/m３

　　＊１：�土砂等運搬大型自動車にはこの括弧内の規定は適用し
ない

　　＊２：�「土砂等運搬大型自動車」とは、「土砂等を運搬する大
型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」
第４条に規定するもので、専ら砂利、土砂の運搬に用い、
車両総重量が８トン以上または最大積載量が５トン以
上のものをいう。
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◇土砂等運搬車のさし枠取付金具禁止

◎�専ら砂利、土砂の運搬に用いる自動車の荷台（傾斜するものに
限る＊１）であって、さし枠を取付けるための金具またはこれ
に類する構造・装置を有するもの。
　※�平成29年３月31日以前に製作された自動車については、上

記の代わりに次の枠内の基準を適用する。

◎�土砂の運搬に用いる自動車の荷台（傾斜するものに限る＊１）
であって、さし枠の取付金具を有するもの。

＊１：�土砂等運搬大型自動車には括弧内の規定は適用しない

◇土砂等運搬車の高煽禁止

◎�専ら砂利、土砂の運搬に用いる自動車であって、後煽、側煽
等の荷台（傾斜するものに限る＊１）の一部が高くなり、かつ、
最大積載量を超えて積載することを目的としたもの。
　�ただし、次の①から③に掲げるものは、最大積載量を超えて積
載することを目的としたものではないものとする。
　＊１：�土砂等運搬大型自動車には括弧内の規定は適用しない
　※�平成27年12月31日以前に製作された自動車については、こ
のただし書きの基準は適用しない。

　①�ダンプヒンジ（側煽の後部に取付ける後煽固定用金具）及び
その基部並びに後煽であって次の要件を満足するもの。

　　▪�ダンプヒンジ及びその基部の前端から荷台床面後端までの
水平距離が積荷接触面側で測定（溶接しろを含む）して
45cm以下のもの。

　　▪�側煽上部からダンプヒンジ及びその基部の上端までの高さ
が55cm以下のもの。

　　▪�後煽両端のダンプヒンジ取付部分であって、側煽と同一の
高さの後煽の中央部よりも高い部分の幅の合計が後煽全体
の幅の２分の１を超えないもの。
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　　　�ただし、後煽の中央部よりも側煽の中央部が高い場合に
あっては、側煽の中央部よりも高い部分の後煽の幅の合計
が後煽全体の幅の２分の１を超えないもの。

　　▪�後煽両端のダンプヒンジ取付部分の高さが、後煽、側煽の
うち低い方の上部から55cm以下のもの

【ダンプヒンジ】

55cm

以下

45cm

以下

55cm

以下

Ｂ

Ａ

Ａの合計≦Ｂ/２

ダンプヒンジ

基部

Ａ：側煽より高い部分

Ｂ：後煽全体の幅

Ｃ：側煽と同一高さの部分

Ａ

側煽

Ｃ

後煽

《後煽の中央部よりも側煽の中央部が高い場合》

《後煽の中央部と側煽の中央部の高さが同じ場合》

55cm

以下

45cm

以下

55cm

以下

Ｂ

Ａ

Ａの合計≦Ｂ/２

ダンプヒンジ

基部

Ａ

側煽

Ｃ

後煽

【ダンプヒンジ】

55cm

以下

45cm

以下

55cm

以下

Ｂ

Ａ

Ａの合計≦Ｂ/２

ダンプヒンジ

基部

Ａ：側煽より高い部分

Ｂ：後煽全体の幅

Ｃ：側煽と同一高さの部分

Ａ

側煽

Ｃ

後煽

《後煽の中央部よりも側煽の中央部が高い場合》

《後煽の中央部と側煽の中央部の高さが同じ場合》

55cm

以下

45cm

以下

55cm

以下

Ｂ

Ａ

Ａの合計≦Ｂ/２

ダンプヒンジ

基部

Ａ

側煽

Ｃ

後煽
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　②�積載物飛散防止装置であって、次表〔積載物飛散防止装置の
要件〕の１から５の要件を満足するもの。

　　�ただし、荷台内側方向に水平になるものであって、当該装置
を固定するための金具等を備えていない、または当該装置を
任意の位置で停止させることができないものにあっては、１
から４の要件を満足するものであればよい。
※�平成29年３月31日以前に製作された自動車については、
次の１～２の要件を満たすものであればよい。

〔積載物飛散防止装置の要件〕

１ 布またはビニール製のシートを取付けたものであること。
２ 木製、金属製またはゴム製等の板状のものが取付けられていな
いこと。

３ 車両中心線と平行な回転軸を備えたものであり、垂直に立てた
状態から荷台内側方向に旋回できる構造であること。
※�後面煽に備えるものにあっては、「平行」を「直角」と読み
替える。

４ 固定するための金具等を備える場合にあっては、工具等を使用
することなく、手で容易に解除することができるものであるこ
と。
なお、垂直に立てた状態から荷台内側方向に傾斜し固定される
ものであること。

５ 必要以上の強度を有していないものであること。
この場合において、垂直に立てた状態で確認したとき、次表〔積
載物飛散防止装置の強度判定〕に掲げる全てを満たすものは、
これに該当するものとする。
なお、当該装置を固定するための金具等及び手動で操作するた
めの握り手については、この限りでない。
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〔積載物飛散防止装置の強度判定（土砂等運搬大型自動車を除く）〕

部位 図中 条件
１ 外枠、中枠（水平）及びヒンジ部 a 直径または

幅４cm以下
２ 中枠（水平以外）及び補強材 b 直径または

幅５cm以下
３ 煽上面から煽上面と水平方向の枠材までの
内法間隔（次に掲げるものを除く）

c 20cm以上
（※１）

◎�煽上面に備えるヒンジ部の回転軸の延長
線上の外枠にあっては、当該外枠（図１
－１）
◎�煽上面以外に備えるヒンジ部の回転軸の
延長線上の外枠であって次に掲げるもの
　①�煽側面に備えるものにあっては、当該
外枠（図１－２）

　②�煽上方に備えるものにあっては、当該
外枠

◎�煽上面に備えるヒンジ部の回転軸の延長
線上に外枠を有さないものにあっては、
下段の外枠（図２－１）
◎�煽上面以外に備えるヒンジ部の回転軸の
延長線上に外枠を有さないものにあって
は、下段の外枠（図２－２）

４ 煽上面から
上方30cmま
での間（図
中範囲A）

垂直方向の各枠間の内法間隔
（外枠と隣接する中枠の間隔
を除く）

d 25cm以上
（※１）

５ 煽上面と平行方向幅25cmま
での断面における枠材の数

B-B
断面

３本以下
（※１）
（※２）６ 煽上面から垂直方向幅30cm

までの断面における枠材の数
D-D
断面
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７ 回転軸の延長線上の外枠と枠材を接合する
部分が半径10cmまでの円の範囲にある取付
部位

E １から６ま
でに規定す
る条件は適
用除外

※１：�外枠に近接若しくは隣接するシートを取付けるための枠材であって
直径又は幅が１cm以下のものは、これを枠材又は補強材とはみな
さないものとする。

※２：�近接又は隣接する複数の枠材の直径もしくは幅の合計が４cm以下
のものにあっては、これを１本として数える。

〔積載物飛散防止装置の強度判定（土砂等運搬大型自動車）〕

部位 図中 条件
１ 外枠、中枠（水平）及びヒンジ部 a 直径または

幅４cm以下
（※１）

２ 中枠（水平以外）及び補強材 b 直径または
幅８cm以下

３ 煽上面から煽上面と水平方向の枠材までの
内法間隔（次に掲げるものを除く。）
◎�煽上面に備えるヒンジ部の回転軸の延長
線上の外枠にあっては、当該外枠（図１
－１）
◎�煽上面以外に備えるヒンジ部の回転軸の
延長線上の外枠であって次に掲げるもの
　①�煽側面に備えるものにあっては、当該

外枠（図１－２）
　②�煽上方に備えるものにあっては、当該
外枠

◎�煽上面に備えるヒンジ部の回転軸の延長
線上に外枠を有さないものにあっては、
下段の外枠（図２－１）

c 40cm以上
（※２）
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◎�煽上面以外に備えるヒンジ部の回転軸の
延長線上に外枠を有さないものにあって
は、下段の外枠（図２－２）

４ 煽上面から
上方60cmま
での間（図
中範囲A）

垂直方向の各枠間の内法間隔
（外枠と隣接する中枠の間隔
を除く）

d 50cm以上
（※２）

５ 煽上面と平行方向幅50cmま
での断面における枠材及び枠
材間を結ぶ補強材の数

B-B
断面

３本以下
（※２）
（※３）

６ 煽上面から垂直方向幅60cm
までの断面における枠材及び
枠間を結ぶ補強材材の数

D-D
断面

７ 回転軸の延長線上の外枠と枠材を接合する
部分が半径10cmまでの円の範囲にある取付
部位

E １から６ま
でに規定す
る条件は適
用除外

※１：�煽上面と煽上面直上の外枠下縁の間隔（下図e）が20cmを超える場
合にあっては、当該外枠は「直径又は幅４cm以下」を「直径又は
幅８cm以下」に読み替えることができる。

※２：�外枠に近接若しくは隣接するシートを取付けるための枠材であって
直径又は幅が１cm以下のものは、これを枠材又は補強材とはみな
さないものとする。

※３：�近接又は隣接する複数の枠材の直径若しくは幅の合計が４cm以下
のものにあっては、これを１本として数える。
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